
その他

委託内容の電話対応の部分を再委託をする
ことは可能でしょうか。
難しい場合の指揮監督者の常駐は必須で
しょうか。

あらかじめ発注者の承諾を得た場合、
可能です。

仕様書等の
該当頁

質問内容 回答

仕様書等に対する質問回答書

業務番号 令和7年度長税務第000596号

業務名称 長浜市申告事前予約コールセンター業務

業務場所 日本国内において受託者が用意する事務所内


